
 まずは、管轄警察署生活安全課にご連絡いただき、派遣申請日時をお知らせ
ください。（第三希望まで候補日をあげていただくと、調整しやすくなります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

連

絡 

「私は大丈夫！犯罪の被害にはあわないだろう」 
と、思っていませんか？ 

しかし、「特殊詐欺」の被害は後をたちません。 

    詐欺の犯人は、巧妙な手口で言葉巧みにだましてきます。 

    最近の詐欺の手口、知っていますか？ 

 

「住宅侵入盗」・「自転車盗」・「車上ねらい」… 
犯罪者はあなたの心のスキを狙って、忍び寄ってきます。 

鍵かけ、意識していますか？ 

 

犯罪の被害に遭わないための対策方法をご提案します。 

楽しく学んで「抵抗力」を身につけましょう！ 

皆さんのまちに、香川県警察本部生活安全企画課の『安全・安心まちづくり

教育隊』が伺います。勉強会（高齢者教室）はもちろん、集会（サロン）前後

の少しの間でも対応させていただきます。お気軽にご相談ください。 

香川県警察本部生活安全企画課 安全・安心まちづくり教育隊 

833-0110（代表）     内線 3036 
 

東かがわ署 0879-25-0110       さぬき署 087-894-0110   高松東署 087-898-0110  

小豆署    0879-82-0110        高松北署 087-811-0110    高松南署 087-868-0110 

坂出署   0877-46-0110       高松西署 087-876-0110     丸亀署   0877-22-0110  

琴平署   0877-75-0110       三豊署  0875-72-0110     観音寺署 0875-25-0110           

申請者が警察署担当者に派遣依頼 

日程調整後、警察署担当者から申請者に連絡 

防犯教室実施日の約１週間前に教育隊から担当者へ連絡・確認 

（講話内容確認・準備物の依頼等） 

防犯教室実施 

管轄警察署の生活安全課に教育隊派遣申請書を提出（送付）  
      ※様式は自由、依頼書(例)を参考にしてください。 

 

 

連絡はこちらまで!! 


